
神⼾市 性能向上計画の認定申請⼿数料 2025年 4⽉1⽇現在 

（建築物省エネ法第29条から第31条・規則第28条関係）

（単位：円）

（1）誘導仕様基準 （3）標準計算法
 200㎡未満 6,900 20,000 37,000
 200㎡以上 7,400 22,000 42,000
 300㎡未満 12,000 37,000 74,000
 〜2,000㎡未満 28,000 66,000 126,000
 〜5,000㎡未満 66,000 126,000 222,000
 〜10,000㎡未満 103,000 181,000 310,000
 〜25,000㎡未満 165,000 328,000 604,000
 〜50,000㎡未満 234,000 533,000 1,045,000
 50,000㎡以上 368,000 940,000 1,923,000

（単位：円）

 300㎡未満 12,000
 〜1,000㎡未満 22,000
 〜2,000㎡未満 35,000
 〜5,000㎡未満 103,000
 〜10,000㎡未満 151,000
 〜25,000㎡未満 198,000
 〜50,000㎡未満 239,000
 50,000㎡以上 352,000

・複合建築物の⼿数料は下表のとおり

建築物全体 住宅部分のみ
①or②+③ ①or②

90,000

230,000
164,000

区分 床⾯積 適合書あり
適合書なし

住宅部分の評価⽅法
（2）併⽤法

1,340,000

区分 床⾯積 適合書あり
適合書なし

⾮住宅部分の評価⽅法
（4）モデル建物法 （5）標準⼊⼒法

住
宅
部
分

①
⼀⼾建ての住宅

27,000
30,000

②
共同住宅等

52,000

437,000
738,000

③
⾮住宅部分

93,000 238,000
119,000 300,000
158,000 388,000
264,000 563,000
339,000 689,000
415,000 823,000
482,000

■住宅部分の申請⼿数料

■⾮住宅部分の申請⼿数料

935,000

・法第54条第２項の規定に基づく建築確認申請の申出をする場合は、表の⼿数料に確認申請に必要な⼿数料を加算する。

・床⾯積 … 認定申請建築物の新築等に係る床⾯積の合計（変更申請、軽微変更該当証明は変更に係る部分の床⾯積）
・適合書 … 第三者機関の基準適合審査を受けた技術的審査適合証または設計住宅性能評価書
      （断熱等性能等級５以上及び１次エネルギー消費量等級６に適合しているものに限る。）
・住宅部分の評価⽅法
 （1）誘導仕様基準 … 外⽪性能と⼀次エネルギー消費量の両⽅を誘導仕様基準により評価する場合
 （2）併⽤法    … 外⽪性能は誘導仕様基準で、⼀次エネルギー消費量は計算でそれぞれ評価する場合（逆の組み合わせも可）
 （3）標準計算   … 外⽪性能と⼀次エネルギー消費量の両⽅を計算で評価する場合 ⼜は （1）・（2）以外の⽅法とする場合
・⾮住宅部分の評価⽅法
 （4）モデル建物法 … ⼩規模版モデル建物法を含みます。
 （5）標準計算法  … 標準計算法⼜は（4）以外の⽅法とする場合
・⼀⼾建ての住宅 … 単位住⼾数が１の兼⽤住宅を含みます。（兼⽤住宅は複合建築物のため、⼿数料は①＋③となります）
・共同住宅等 … 共同住宅、⻑屋、その他の⼀⼾建て住宅以外の住宅

認定の対象範囲による⼿数料
⾮住宅部分のみ

③

・法第29条第３項に基づくその他の建築物がある場合は棟ごとの床⾯積の合計に応じた⼿数料の合計とする。

644,000 1,187,000


